
選挙管理委員会からのお知らせ選挙管理委員会からのお知らせ
２月８日に行われた第５１回衆議院議員総選挙の投開票の結果（砂川市分）は下記のとおりです。
詳細は、市ホームページをご覧ください。

問選挙管理委員会℡74-8794

▶投票結果

有権者数
小選挙区 比例代表

投票者数 投票率（％） 投票者数 投票率（％）

男 6,140 3,933 64.06 3,934 64.07

女 7,233 4,428 61.22 4,428 61.22

計 13,373 8,361 62.52 8,362 62.53

▶開票結果

小選挙区（届出順）

氏　名 得票数

わたなべ孝一 3,579

神谷ひろし 4,552

無効票 230

比例代表（届出順）

政党名 得票数

日本共産党 328

国民民主党 658

中道改革連合 2,810

日本維新の会 262

社会民主党 137

参政党 420

自由民主党 2,725

れいわ新選組 274

チームみらい 342

日本保守党 171

減税日本・ゆう
こく連合 87

無効票 148
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　進学や就職などで引っ越しをされる方は、これから住む寮やアパートな
どが新しい住所となります。住民票を移した場合、次のとおり選挙の投票
ができます。

住民票を移してから…

●３か月が経過している　→　新しい住所地で投票

●３か月が経過していない　→　引っ越し前の住所地で投票
　（引っ越し前の住所地に 3か月以上住んでいた必要があります。）

・�不在者投票は、仕事や旅行などで、選挙期間中、現住所地以外の市区町村に滞在している方も、滞
在先の市区町村の選挙管理委員会で投票を行うことができる制度です。
・投票用紙などの郵送に時間がかかる場合がありますので、早めの手続きをお願いします。

　旧住所地の選挙管理委員会

新住所地の選挙管理委員会 ➍�選挙管理委員会が
投票用紙を送付

➋�投票用紙など必要書類を郵送

➌ �➋で送付されてきた必
要書類を持参して投票

➊�投票用紙など必要書類を請求

不在者投票（引っ越し前の住所地に行けない場合）

新しい住所地で投票をするために
住民票の手続きを
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